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１．概要 

1-1 水質汚濁に係る環境基準 

 さまざまな社会活動の結果で生じた物質により、河川、湖沼、海域等の水域の水質が変化したり、

水域の正常な機能が損なわれたりするような状態を水質汚濁と言います。 

公共水域の水質汚濁に係る環境基準として、「人の健康の保全に関する環境基準」と「生活環境

の保全に関する環境基準」の２つの基準が設定されています。 

  人の健康の保護に関する環境基準は、環境庁告示により、当初のカドミウム等８項目に、有機塩

素系等の化合物15項目（平成５年３月）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等の３項目（平成11年２月）、

さらに1,4-ジオキサン（平成21年11月）が加えられて、計27項目に対して定められています。この

基準は、全ての公共用水域に対して直ちに達成維持されるものとなっています。生活環境の保全に

関する環境基準は、pH、BOD、COD等の項目が河川、湖沼、海域の水域ごとにその利用目的に応じ

て設定されています。また、令和３年10月７日に大腸菌群数に係る環境基準の見直しが行われ、令

和４年４月１日より大腸菌群数が生活環境項目環境基準の項目から削除され、新たに大腸菌数が追

加されました。なお、大腸菌数は、利用目的が自然環境保全である日豊海岸国定公園地先海域、北

浦湾については、より厳しい基準値が設定されています。 

 

表21 人の健康の保護に関する環境基準                    （単位：mg/L） 

項目 基準値 指定年度 項目 基準値 指定年度 

カドミウム 0.003 以下 

S46 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 以下 

H5 

全シアン 検出されないこと 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 以下 

鉛 0.01 以下 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 

六価クロム 0.02 以下 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 以下 

ヒ素 0.01 以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 以下 

総水銀 0.0005 以下 チウラム 0.006 以下 

アルキル水銀 検出されないこと シマジン 0.003 以下 

PCB 検出されないこと S50 チオベンカルブ 0.02 以下 

ジクロロメタン 0.02 以下 

H5 

ベンゼン 0.01 以下 

四塩化炭素 0.002 以下 セレン 0.01 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下 

H11 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 以下 ふっ素 0.8 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 以下 ほう素 1 以下 

   1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 以下 H21 

 

 

備考１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。  
  ２ 「検出されないこと」とは、その結果がその測定方法の定量限界を下回ることをいう。  
  ３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。  
  ４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸 

イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 
0.3045を乗じたものの和とする。 
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表22 生活環境の保全に関する環境基準 

【海域】COD等について 

類型 利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

化学的酸素 

要求量 

（COD） 

溶存酸素量 

 

（DO） 

大腸菌群数 

(～R4年度) 

大腸菌数 

(R4年度～) 

n-ﾍｷｻﾝ 
抽出物質 

（油分等） 

Ａ 水産１級、自然環境保全 7.8～8.3 2 以下 7.5 以上 1,000 以下 20 以下 検出されないこと 

Ｂ 水産２級、工業用水 7.8～8.3 3 以下 5 以上 － － 検出されないこと 

Ｃ 環境保全 7.0～8.3 8 以下 

 

2 以上 － － － 
備考１ 基準値は、日間平均値とする。ただし大腸菌数は90％水質値とする。 
  ２ COD、DO、n-ﾍｷｻﾝ抽出物質の単位はmg/L、大腸菌群数の単位はMPN/100mL、大腸菌数の単位はCFU/100mL 

３ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている  
測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。 

（注）１ 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全                   
   ２ 水産１級   ： マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物及び水産２級の水産生物用  
     水産２級   ： ボラ、ノリ等の水産生物用 
   ３ 環境保全   ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 

【海域】全窒素、全リンについて            （単位：mg/L） 

類型 利用目的の適応性 
基準値  

全窒素 全リン  

Ⅰ 自然環境保全 0.2 以下 0.02 以下  

Ⅱ 水産１種 0.3 以下 0.03 以下  

Ⅲ 水産２種 0.6 以下 0.05 以下  

Ⅳ 水産３種、工業用水、生物生息環境保全 1 以下 0.09 以下  
備考  基準値は、日間平均値とする。 
（注）１ 自然環境保全   ： 自然探勝等の環境保全 
   ２ 水産１種     ： 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される  
     水産２種     ： 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される  
     水産３種     ： 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 
   ３ 生物生息環境保全 ： 年間を通して底生生物が生息できる程度 

（※延岡市域について指定地域はない） 
 

【河川】BOD等について 

類型 利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

 

（SS） 

溶存酸素

量 

 

（DO） 

大腸菌群数 

(～R4年度) 

大腸菌数 

(R4年度～) 

AA 水道１級、自然環境保全 6.5～8.5 1 以下 25 以下 7.5 以上 50 以下 20 以下※ 

A 水道２級、水産１級 6.5～8.5 2 以下 25 以下 7.5 以上 1,000 以下 300 以下 

B 水道３級、水産２級 6.5～8.5 3 以下 25 以下 5 以上 5,000 以下 1,000 以下 

C 水産３級、工業用水１級 6.5～8.5 5 以下 50 以下 5 以上 － － 

D 工業用水２級、農業用水 6.0～8.5 8 以下 100 以下 2 以上 － － 

E 工業用水３級、環境保全 6.0～8.5 10 以下 ｺﾞﾐ等の浮遊がないこと 2 以上 － － 
備考１ 基準値は、日間平均値とする。ただし大腸菌数は90％水質値とする。    ※利用目的が水道一級の地点は 
  ２ BOD、SS、DOの単位はmg/L、大腸菌群数の単位はMPN/100mL。      100以下(細見川が該当) 

３ いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている  
測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100mL以下とする。 

（注）１ 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全                    
   ２ 水道１級   ： ろ過等による簡易な浄水操作を行なうもの             
     〃 ２級   ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行なうもの  
     〃 ３級   ： 前処理等を伴う高度の浄水処理を行なうもの  
   ３ 水産１級   ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用  
     〃 ２級   ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用  
      〃 ３級   ： コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用  
   ４ 工業用水１級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行なうもの 
     〃   ２級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行なうもの  
     〃   ３級 ： 特殊の浄水操作を行なうもの 
   ５ 環境保全   ： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度  
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【河川・海域】亜鉛等について（単位：mg/L） 

類型 
河川 海域 備考 

基準値は、年間平均値とする。 

基準値は、表の数値以下 
 
※LAS：直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 

亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ LAS※ 亜鉛 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ LAS※ 

生物A 

0.03 

0.001 0.03 0.02 0.001 0.01 

生物特A 0.0006 0.02 0.01 0.0007 0.006 

生物B 0.002 0.05 - - - 

生物特B 0.002 0.04 - - - 

（※延岡市域について、河川は五ヶ瀬川が生物Bに指定。海域は指定地域なし） 

 

1-2 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定 

 水質汚濁に係る環境基準について、海域・河川においては、表に示す通り類型指定されています。 

平成16年４月１日付県告示により類型指定が一部改正され、河川では五ヶ瀬川水系がAA～A、沖

田川水系がB～Ｄ、海域では延岡湾及び日豊海岸水域ともにAに類型指定されています。 

表23 水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定 

水        系 
該当 
類型 

達成 
期間 

当初の指定年月日 

又は 

最終見直し年月日 

五
ヶ
瀬
川
水
系 

北川 （川島橋より上流に流入する小川、大内谷川等の河川を含む）
 ※１ 

A イ 平成16年4月1日 

祝子川上流 
 
祝子川下流 

（桑平橋より上流。祝子川の上流に流入する桧山谷川等の 
河川を含む） 

（桑平橋より下流）※2 

AA 
 

A 

イ 
 

イ 

昭和58年6月1日 
 
平成16年4月1日 

五ヶ瀬川上流 
五ヶ瀬川下流 

（亀井橋より上流） 

（亀井橋より下流）※3 

A 
A 

イ 
イ 

昭和52年2月25日 
平成16年4月1日 

大瀬川上流 
大瀬川下流 

（大瀬橋より上流） 
（大瀬橋より下流） 

A 
A 

イ 
イ 

昭和52年2月25日 
平成16年4月1日 

岩戸川 （岩戸川に流入する土呂久川等の河川を含む） AA イ 昭和52年2月25日 

三ヶ所川 （五ヶ瀬川合流点まで。三ヶ所川に流入する小谷川等の河川 
 を含む） 

A イ 

平成4年4月1日 綱の瀬川 （五ヶ瀬川合流点まで。綱の瀬川に流入する猪の内谷川等の 
 河川を含む） 

AA イ 

曽木川 （五ヶ瀬川合流点まで。曽木川に流入する大保下川等の河川 
 を含む） 

AA イ 

細見川 （細見川に流入する西の小谷川等の河川を含む） AA イ 平成5年4月1日 

日之影川 （日之影川に流入する河川を含む） AA イ 平成7年4月1日 

(水生

生物) 

五ヶ瀬川上流 
五ヶ瀬川下流 

（熊本県区域を除く水ヶ崎橋より上流） 

（水ヶ崎橋より下流） 

生物A 
生物B 

イ 
イ 

令和2年4月1日 

沖田川 
水系 

沖田川下流 
浜川 

（沖田橋より下流）※4 

（全域）※4 

B 
D 

イ 
イ 

平成16年4月1日 

      延岡湾 
水域 延岡湾 （延岡市神戸町47番地の29地先黒礁と延岡市赤水町293番地

の1地先鞍掛岬を結んだ直線及び陸岸に囲まれた海域）※５ 
海域A イ 平成16年4月1日 

日豊 
海岸 
地先
水域 

日豊海岸国定
公園地先海域 （浦城湾を含む） 海域A イ 昭和52年2月25日 

北浦湾 （北浦湾のうち日豊海岸国定公園を除く海域） 海域A イ 昭和56年5月15日 

達成期間の分類について イ：直ちに達成 
            ロ：５年以内に可及的速やかに達成 
            ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成 
※１：昭和 45 年 9 月 1 日の閣議決定により類型指定された北川下流（Ｂ類型）をＡ類型に見直し、昭和 52 年宮崎県告示第

189 号で類型指定された北川上流（Ａ類型）と統合。 

※２：昭和 45 年 9 月 1 日の閣議決定により類型指定された祝子川下流（Ｂ類型）をＡ類型に見直し、昭和 52 年宮崎県告示
第 658 号で類型指定された祝子川中流（Ａ類型）と統合。 

※３：昭和 45 年 9 月 1 日の閣議決定により類型指定された五ヶ瀬川下流(1)（Ｂ類型）をＡ類型に見直し、同日の閣議決定

により類型指定された五ヶ瀬川下流(2)（Ａ類型）と統合。 
※４：昭和 45 年 9 月 1 日の閣議決定により類型指定された沖田川下流（Ｄ類型）及び浜川（Ｅ類型）を見直し。 
※５：昭和45年9月1日の閣議決定により類型指定された五ヶ瀬川河口海域（Ｂ類型）、浜川河口海域(甲)（Ｃ類型）及び

浜川河口海域(乙)（Ｂ類型）をＡ類型に見直し、同日の閣議決定により類型指定された延岡湾（Ａ類型）と統合。  
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２．水質汚濁の現況 

河川や海域など公共用水域の水質監視は、水質汚濁防止法に基づいて、県を中心に国、市におい

ても行なっています。本市においても、環境基準の類型指定を受けている河川・海域を中心に環境

水質定点を設けて、中小河川や都市排水についても水質調査を行なっており、全体的に良好な水質

が保たれています。河川・海域の測定地点は、図22のとおりです。 

 

図 22 延岡市における河川・海域の測定地点 

 
 

2-1 河川水質定点調査（22 地点） 

 市内の河川は、北川、祝子川、大瀬川、五ヶ瀬川の五ヶ瀬川水系と、浜川、沖田川の沖田川水系の

２つの水系から成り立っています。五ヶ瀬川水系には小川、細見川、行縢川、追内川等、沖田川水系

には井替川、石田川等の支流が流れています。現在、全 22 地点を定点として、水質調査を行なってい

ます。 

 令和６年度の水質調査結果において、河川の代表的な汚濁指標である BOD 及び DO は、全地点で

環境基準を満足しています。しかし、大腸菌数については、桑平橋、板田橋、方財岸壁、細見潜水橋
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：河川 

：海域 
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跡、上祝子橋で環境基準を満足していませんでした。なお、BOD は年間の 75%値、大腸菌数は年間の

90%値、その他は年平均値で判断しています。 

次に、BOD の年度推移のグラフを定点ごとに示しています。また、令和６年度と過去４年間の水質

調査結果は、資料（p.86～94）に示しました。 

 

 

2-1-1 北川（７地点） 

 環境基準の類型は、小川等の支流を含みＡ類型に指定されています。水質調査は、鹿小路橋と水尻

に、平成 16 年度から舟渡橋、椎谷大橋、熊田橋、永代橋を、平成 18 年度から上塚橋を追加し、７地

点で行なっています。令和６年度についても、全地点で環境基準（BOD）を満足し良好な状態です。 

 

図 23 北川の BOD経年変化 
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2-1-2 祝子川（５地点） 

 環境基準の類型は、桑平橋より上流は AA 類型、その下流がＡ類系に指定されています。水質調査

は、桑平橋、小山橋、祝子大橋、合流点左岸に平成 20 年度から上祝子橋を追加し、５地点で行なって

います。全地点で環境基準（BOD）を満足し良好な状態です。 
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図 24 祝子川の BOD経年変化 
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2-1-3 五ヶ瀬川（５地点） 

 環境基準の類型は、亀井橋の上流、下流ともにＡ類型に指定されています。水質調査は、上南方橋、

松山橋、板田橋、方財岸壁に平成 18 年度から笠下橋を追加し、５地点で行なっています。令和６年度

についても、全地点で環境基準（BOD）を満足し良好な状態です。 

 

図 25 五ヶ瀬川の BOD 経年変化 
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2-1-4 大瀬川（２地点） 

 環境基準の類型は、全域でＡ類型に指定されています。水質調査は、大瀬橋、鷺島橋の２地点で行

なっています。令和６年度についても、両地点で環境基準（BOD）を満足し良好な状態です。 

 

図 26 大瀬川の BOD経年変化 

 

 

 

 

2-1-5 細見川（１地点） 

 環境基準の類型は、最も厳しい AA 類型に指定されています。水質調査は、橋のなくなった平成８

年度以降も細見潜水橋跡の１地点で行なっています。令和６年度についても、環境基準（BOD）を満

足し良好な状態です。 
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図 27 細見川の BOD経年変化 

 

 

 

2-1-6 沖田川（１地点） 

 環境基準の類型は、平成 16 年４月から沖田橋より下流がＢ類型に指定され大幅に厳しくなりまし

た。水質調査は、笹目橋の１地点で行なっています。令和６年度についても、環境基準（BOD）を満

足し良好な状態です。 

 

図 28 沖田川の BOD経年変化 

 

 

 

2-1-7 浜川（１地点） 

 環境基準の類型は、平成 16 年４月から全域でＤ類型に指定され厳しくなりました。水質調査は、

浜川中橋の１地点で行なっています。令和６年度についても、環境基準（BOD）を満足し良好な状態

です。 

 

図 29 浜川の BOD経年変化 
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2-2 海域水質定点調査（10 地点） 

 五ヶ瀬川等の主要河川が注ぐ延岡湾は、海岸線がゆるやかな弧を描いています。延岡湾の南部沿岸

は、商工業港、漁港として利用されています。水質調査は、これまで延岡湾の延岡新港、土々呂突堤、

鯛名、赤水突堤の４地点と、南浦の浦城湾突堤、須美江湾突堤、熊野江湾突堤の３地点で行なってい

ましたが、平成 18 年度から北浦の阿蘇突堤、市振突堤、宮野浦突堤の３地点を追加し、10 地点で行

なっています。環境基準の類型は、いずれの地点もＡ類型に指定されています。 

 令和６年度の水質調査結果において、延岡湾の 4 地点で海域の代表的な汚濁指標である COD は、

ここ数年環境基準を満足しており、良好な状態が保たれています。南浦・北浦の全 6 地点も COD は、

環境基準を満足していますが、大腸菌数については、令和 4 年から環境基準が厳しくなったこともあ

り浦城、須美江、熊野江、阿蘇、市振、宮野浦で環境基準を満足していませんでした。また、DO は全

地点で気温の高い夏場に低くなる傾向があり、浦城、須美江、熊野江、阿蘇、宮野浦で環境基準を満

足していませんでした。他の項目は環境基準を満足し、良好な状態です。なお、COD は年間の 75%

値、大腸菌数は年間の 90%値、その他は年平均値で判断しています。 

次に COD の年度推移のグラフを定点ごとに示しています。また、令和６年度と過去４年間の水質

調査結果は、資料（p.94～97）に示しました。 

 

図 30 海域の COD経年変化 
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３．健康項目調査 

 河川、海域の環境水質定点において、健康項目の一部（重金属類 5 項目を 14 地点、有機塩素類４

項目を 5 地点、農薬類４項目を 4 地点）について水質調査を行ないました。すべての地点で「人の健

康の保護に関する環境基準」を満足しています。 

表24 健康項目調査結果（令和６年度） 

（重金属類）                      （年１回測定値） 

地点名 
カドミウム 

Cd 
鉛 
Pb 

六価クロム 
Cr6+ 

ヒ素 
As 

総水銀 
T-Hg 

水尻 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

小山橋 <0.0003 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 

合流点左岸 <0.0003 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 

上南方橋 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

板田橋 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

方財岸壁 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

大瀬橋 <0.0003 <0.001 <0.005 0.002 <0.0005 

細見潜水橋 <0.0003 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 

笹目橋 <0.0003 <0.001 <0.005 <0.001 <0.0005 

浜川中橋 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

延岡新港 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

土々呂突堤 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

鯛名 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

赤水突堤 <0.0003 <0.001 <0.005 0.001 <0.0005 

環境基準 0.003以下 0.01以下 0.02以下 0.01以下 0.0005以下 
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（有機塩素類）                   （年２回測定の平均値） 

地点名 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

水尻 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 

合流点左岸 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 

方財岸壁 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 

笹目橋 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 

浜川中橋 <0.0005 0.0009 <0.001 <0.0005 

環境基準 1以下 0.006以下 0.01以下 0.01以下 

 

（農薬類）                        （年１回測定値） 

地点名 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ チウラム シマジン チオベンカルブ 

水尻 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 

小山橋 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 

板田橋 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 

大瀬橋 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 

環境基準 0.002以下 0.006以下 0.003以下 0.02以下 
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４．河川・海域の富栄養化項目調査 

 窒素やリンは、藻類、動物性・植物性プランクトン等にとって重要な栄養塩類ですが、閉鎖性水

域における富栄養化の原因物質でもあります。そのため、窒素やリンを多く含む生活排水や工場排

水などの排水が流れ込む閉鎖性水域では、赤潮やアオコ等が発生し、魚介類に悪影響を与えるなど

の問題が起こります。そこで湖沼や海域のうち指定水域について、窒素やリンについての環境基準

や排出基準が設定されています。 

本市に指定水域はありませんが、経年的な変化を見るため、河川12地点、海域10地点で測定を行

なっています。令和６年度の結果を資料（p.86～97）に、河川、海域の年平均値の経年変化をそれ

ぞれ図に示しています。笹目橋と浜川中橋において高い値が出ていますが、全体的には総窒素、総

リンともに変化は小さく、良好な状態です。 

 

図 31 河川の富栄養化項目経年変化 
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図 32 海域の富栄養化項目経年変化 
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５．五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会による水質測定 

 五ヶ瀬川水系（五ヶ瀬川、北川、祝子川、及びそれらの河川に流入する河川等）の水質については、

流域の関係機関で組織される「五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会」でも調査を行なっています。

この組織は、五ヶ瀬川水系の水質汚濁防止のために、関係機関の連絡調整を密にし、豊かな自然環境

を保持することを目的としており、事務局は、九州地方整備局延岡河川国道事務所にあります。年３

回の水質調査の他、水質事故訓練、河川愛護月間キャンペーン等の広報活動を実施しています。 

水質調査は、昭和 56 年から実施し、一時最大 18 地点で調査していましたが、平成 20 年度に測定

地点の見直しを行ない、現在は 13 地点で調査しています。調査項目については、一般項目のみ調査

しています。総窒素（T-N）と総リン（T-P）は、平成 13 年度まで行なっていました。 

令和６年度の調査結果による五ヶ瀬川水系の水質の現況は、下記の通りです。五ヶ瀬川水系である

五ヶ瀬川流域、北川流域、祝子川流域全体について、過去の分析結果などを総合的にみると、五ヶ瀬

川水系のそれぞれの水域における人為的な汚染度は低く、良好な状態が保たれていると思われます。 

 

5-1 五ヶ瀬川流域（７地点） 

 五ヶ瀬川流域では、７地点において水質調査を行なっており、環境基準の類型は、全地点ともＡ類

型に指定されています。河川の代表的な汚濁指標である BOD は、全地点において環境基準を満足し

ており良好な状態ですが、大腸菌数については板田橋において環境基準を満足していない場合があり

ました。全体的に見て五ヶ瀬川流域においては、雨の影響や渇水等の影響、生活排水等の影響を考慮

しても、水質は良好な状態が保たれていると考えられます。 

 

5-2 北川流域（４地点） 

 北川流域では、４地点において水質調査を行なっており、環境基準の類型は、全地点ともＡ類型に

指定されています。BOD、大腸菌数ともに、全地点において環境基準を満足しており良好な状態です。

全体的に見て北川流域においては、雨や渇水等の影響、生活排水等の影響を考慮しても、水質は良好

な状態が保たれていると考えられます。 

 

5-3 祝子川流域（２地点） 

 祝子川流域では、２地点において水質調査を行なっており、環境基準の類型は２地点ともＡＡ類型

に指定されています。BOD については、２地点とも環境基準を満足しており良好な状態です。大腸菌

数については、２地点ともに環境基準を満足していない場合が見受けられましたが自然的要因である

と思われます。全体的に見て祝子川流域においては、雨や渇水等の影響、生活排水等の影響を考慮し

ても、水質は良好な状態が保たれていると考えられます。 
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図 33 五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会 水質測定地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 五ヶ瀬川水系の BOD 経年変化（年平均値） 
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（資料：五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会） 
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６．河川における水辺環境調査 

本市では、通常の水質調査に加え、毎年 5 月から 10 月の間に小中学生を対象とした水辺環境調査

を県と協力して実施しています。この調査は、身近な水辺にすむ生き物などを調べ、水のきれいさ

を知るとともに、水辺に親しむことで水辺の環境について関心を高めることを目的として行なうも

のです。 

調査に用いる指標は、宮崎県と NPO 法人大淀川流域ネットワークが作成した、宮崎県独自の「五

感を使った水辺環境指標」であり、調査項目は、以下のとおりです。 

毎年、市内の小・中学校の協力を得て調査を実施しており、令和６年度の結果については、ほぼ

すべての項目において良好な結果が得られ、自然豊かな水辺環境が保たれていることを確認しまし

た。 

 

 図 35 水辺環境調査の調査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会） 
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表 25 水辺環境調査                 

調査場所 
大瀬橋上流 清流荘付近 竹之下橋付近 渡瀬橋付近 大瀬橋上流 

（上大瀬町） (北浦町三川内) (北浦町三川内) (北浦町三川内) （上大瀬町） 

河川名 大瀬川 小川 小川 小川 大瀬川 

実施協力団体 恒富小学校 北浦小学校 三川内小中学校 三川内小中学校 岡富小学校 

実施日 R06.06.04 R06.07.18 R06.07.21 R06.07.21 R06.07.23 

自然の音 4 4 4 4 4 

自然の風景 4 3 4 4 4 

水の透明度 3 ４ 4 4 4 

水のにおい 4 4 4 4 4 

水のきれいさ 4 ４ 4 3 3 

水生生物 4 ４ 4 4 4 

 

図 36 水辺環境調査結果チャート 
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７．生活排水の現況と対策 

7-1 生活排水の現況 

 海や河川に流れ込む中小河川や都市排水等の汚染が問題になっています。工場等からの産業系排

水が規制されている中で、家庭の台所や洗濯等から出る生活系の排水による、海や河川への影響が

無視できなくなってきています。 

 平成２年６月に水質汚濁防止法の一部が改正され、新しく生活排水対策を推進することで公共用

水域の水質汚濁防止を図るという努力義務が明記されました。 

 家庭における生活排水対策とは、家庭から出る汚水をできるだけ少なくすることです。具体的に

は、以下の３つを心がけることです。 
 

①調理くずや食べ残し等は流しに流さず、ネット等をつけた三角コ－ナ－

で水を切ってゴミに出す。 

②廃てんぷら油は、流しに捨てない。また、なべや食器についている油や

マヨネーズなどは、洗う前に新聞紙等でふき取る。 

③食器洗いや洗濯では、適量の洗剤を使用する。 
 

 延岡市の海や河川の水質は良好ですが、都市排水路等についても近年改善の傾向にあり、懸念さ

れていた海や河川への影響も少なくなってきています。 

  本市では、生活排水等が流れ込む都市排水路において都市排水として年４回の水質調査を行なっ

ています。令和６年度の分析結果について、水質の代表的な汚濁指標であるBODを見ると、無鹿排

水、大貫水門、平原排水、塩浜排水、土々呂ポンプ場においては、河川における環境基準のB類型程

度の値を維持しています。これらの地点においては、公共下水道の整備の影響や、流域あるいは水

路域の人口密度の低さ、農業用水路等の希釈の影響もあり、比較的安定した状態です。 

 BODが高い川島や祓川等の地域についても、将来的には公共下水道が整備されることで水質が改

善されると思われます。また、公共下水道処理計画区域外においては、農業集落排水や漁業集落排

水で処理しており、あわせて浄化槽の設置を推進することで生活排水等の影響が少なくなり、きれ

いな水質が実現できるものと思われます。 

 全体的に見て概ね減少傾向を示しており、公共下水道の整備や合併処理浄化槽への転換等が良い

影響を与えていると言えます。 

定点ごとの水質分析結果と過去５年間の水質分析結果については、資料（p.98～99）に示しまし

た。 

 

図37 都市排水のBOD経年変化（年平均値） 
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図38 都市排水採水地点図 
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7-2 生活排水の対策 

 延岡市における生活排水処理は、基本的には、公共下水道、農業・漁業集落排水及び浄化槽によ

り行なっています。また、生活排水の浄化対策として以下のような事業を行なっています。 

 

（１）浄化槽設置整備事業 

 生活排水による水質汚濁防止の対策として、し尿と生活雑排水を一緒に処理する「合併処理

浄化槽」の普及を図るために、補助対象区域内においては、合併処理浄化槽を設置しようとす

る人に対して補助金の交付を行なっています。 

 単独処理浄化槽またはくみ取り槽を合併処理浄化槽に入れ替える際は、通常の補助基準額に

加え、単独処理浄化槽の撤去費（上限12万円）またはくみ取り槽の撤去費（上限９万円）と、

宅内配管工事費（浄化槽への流入管、升の設置及び側溝までの放流管）に係る費用の４分の３

の額（上限30万円）を補助しております。補助金額と補助実績は下記の通りです。 

 

表26 補助金額 

人 槽 ５人槽 ７人槽 10 人槽 

延床面積 130m2未満 130 m2以上 
槽浴室・台所が２つ 

（二世帯住宅） 

補助金額 332,000 円 414,000 円 548,000 円 

撤去費（加算） 
単独処理浄化槽/上限 120,000 円 

くみ取り槽/上限 90,000 円 

宅内配管工事費（加算） 

※建て替えは対象外 
宅内配管工事費の 3/4 の額（上限 300,000 円） 

 

表27 年度別補助実績                        単位：件 

 R02 R03 R04 R05 R06 
合計 

（H３～） 

 ５人槽  21 11 9 10 6 882 

６人槽  － － － － － 596 

７人槽  8 5 5 2 3 1,522 

８人槽  － 

 

－ － － － 213 

10人槽  1 

 

0 0 0 0 170 

合計  30 16 14 12 9 4,013 

 
（※） １． H3年度より合併処理浄化槽への補助金交付事業を開始。 

２． ６人槽、８人槽はH12年度まで補助の対象。 

              ３． H27年度より、合併処理浄化槽の新設への補助を廃止。 

 

（２）生活排水対策事業 

 生活排水対策のために、学習会の開催や生活排水対策のパンフレットの配布等を行なってい

ます。これらにより、生活排水対策の意識の向上を図り、家庭から出る生活排水の影響による

環境への負荷の減少を図っています。 
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８．中小河川の現況 

 本市には、環境基準の類型が指定されている北川、祝子川、五ヶ瀬川、細見川、大瀬川、浜川、沖

田川の７河川の他にも、中小河川が数多くあります。それらの中小河川の中で比較的水量の多い８

河川について昭和61年度から水質調査を行なっていましたが、平成13年度に大峡谷川、18年度に八

峡川を加え、さらに平成19年度から合併により矢ヶ内川、多良田川、細見谷川、川坂川、家田川の

5地点を加え、平成22年度には都市排水路と中小河川の分類を見直し、南浦地区の３河川、折川内川、

わらび川、熊野江川とこれまで下夏田排水としていた蛇谷川を加え、さらに新たに大武川の調査を

開始したことにより、現在は20河川の水質調査を行なっています。 

中小河川には、一級河川のように類型指定されている河川もありますが、そうでないものもあり

ます。河川の水質としては、AA類型の環境基準を満足するようなきれいな河川もありますが、生活

排水等の影響によって、BOD、大腸菌群数、総窒素、総リン等が高くなるなど、都市排水路のよう

になる河川もあり、年ごとに水質の変化が大きい場合があります。これは大きな河川と比べると水

量が少ないため、降雨や渇水、生活排水等の影響を受けやすいためと考えられます。 

 令和６年度の分析結果を見ると、BODについては概ね良好な状態ですが、大腸菌数については高

い値が出ている地点があります。これらは、生活排水などの影響もありますが、自然的要因も大き

いと考えられます。また、BODの経年変化で見ると、追内川、松山川、妙田川、浦上川については、

以前は変動が大きく年ごとの水質に差がありましたが、近年は低い値を維持しており、そのほかの

地点も全体的に低い値で推移し、比較的良好な状態です。 

定点ごとの水質分析結果、過去５年間の水質分析結果については、資料（p.99～102）に示しまし

た。 

 

図39 中小河川のBOD経年変化（75%値） 
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図40 中小河川採水地点図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川名   － 採水地点名 

①大峡谷川 － 第１大峡橋 

②追内川  － 白石橋 

③鹿狩瀬川 － 祝子川合流前 

④八峡川  － 五ヶ瀬川合流前 

⑤行縢川  － 五ヶ瀬川合流前 

⑥松山川  － 五ヶ瀬川合流前 

⑦妙田川  － 妙田１号橋 

⑧石田川  － 第２石田橋 

⑨井替川  － 沖田川合流前 

⑩浦上川  － 妙見湾入江前 

⑪矢ヶ内川 － 矢ヶ内橋 

⑫多良田川 － 小川合流前 

⑬細見谷川 － 小川合流前 

⑭川坂川  － 北川合流前 

⑮家田川  － 北川合流前 

⑯折川内川 － 飛川橋 

⑰わらび川 － 須美江湾合流前 

⑱熊野江川 － 熊野江大橋 

⑲蛇谷川  － 祝子川合流前 

⑳大武川  － 新汐見橋上流 

150m 
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９．海水浴場 

 本市沿岸は、日豊海岸国定公園の一角を占め、白砂青松の海岸をなしています。この日豊海岸には、

須美江、熊野江、下阿蘇の３ヶ所の公設海水浴場があり、さまざまなイベントが開催されるなど、市

民を中心に多くの人に親しまれています。 

中でも、下阿蘇は、環境省の「快水浴場百選」の「海の部特選」に認定され、須美江も「快水浴場

百選」に認定されています。海水浴場の水質検査は、毎年、県が行なっており、令和６年度は下阿蘇、

熊野江、須美江の 3 地点とも水質 AA で、良好な結果となっております。 

 

表 28 水浴場水質判定基準 

区分 ふん便性大腸菌群数 COD 油膜の有無 透明度 

適 
水質AA 不検出（検出限界2個/100mL） 2㎎/L以下 油膜が認められない 全透（1ｍ以上） 

水質A 100個/100mL以下 2㎎/L以下 油膜が認められない 全透（1ｍ以上） 

可 
水質B 400個/100mL以下 5㎎/L以下 常時は、油膜が認められない 1ｍ未満～50㎝以上 

水質C 1,000個/100mL以下 8㎎/L以下 常時は、油膜が認められない 1ｍ未満～50㎝以上 

不可 1,000個/100mLを超えるもの 8㎎/L超 常時油膜が認められる 50㎝未満 

 

表 29-1 海水浴場水質調査結果（令和６年度） 

海水浴場名 

水浴場水質判定項目 

判定 

その他の項目 

ふん便性大腸菌群数 

（個/100mL） 
油膜 

COD 

（mg/L） 

透明度 

(m) 
pH 

腸管出血性

大腸菌 

O-157 

下阿蘇 不検出 なし 0.9 全透 AA 8.3～8.4 不検出 

熊野江 不検出 なし 0.8 全透 AA 8.4～8.6 不検出 

須美江 不検出 なし 0.6 全透 AA 8.4～8.5 不検出 

                                                                （資料：宮崎県） 

表 29-2 海水浴場水質調査結果（令和７年度） 

 海水浴場名 

水浴場水質判定項目 

判定 

その他の項目 

ふん便性大腸菌群数 

（個/100mL） 
油膜 

COD 

（mg/L） 

透明度 

(m) 
pH 

腸管出血性

大腸菌 

O-157 

下阿蘇 不検出 なし 1.2 全透 AA 8.3～8.3 不検出 

熊野江 7 なし 1.3 全透 A 8.2～8.3 不検出 

須美江 不検出 なし 1.2 全透 AA 8.3～8.3 不検出 

（資料：宮崎県）  
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